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●アンケート調査期間　2026年4月中旬～5月初旬
●回  答  締  切  日   2026年5月7日（木）

｢税制アンケート調査在中｣
法人会税制アンケート調査にご協力お願いします。
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5月  9日（土）………志木市川と街をきれいにする運動
5月19日（火）………新設・決算・DX説明会（朝霞税務署）
5月22日（金）………第1回ビジネスカフェ(CHIENOWABASE)
5月27日（水）………第15回定時総会（ベルセゾン）
6月  9日（火）………生活習慣病健診（朝霞市民会館）
6月12日（金）………女性部会懇親会（志木市民会館仮設会議室）
6月19日（金）………生活習慣病健診（朝霞市産業文化センター）
6月22日（月）………生活習慣病健診（朝霞市産業文化センター）

15
場　　　所
日　　　時
総　　　会
懇　親　会

ベルセゾン
令和8年5月27日（水）
午後4時00分～5時00分
午後5時10分～
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「法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項」
「法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項」
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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

　令和８年度税制改正では、物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組み
が創設されたほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円ま
で特例的に先取りして引き上げられました。「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に
向けた税制措置が創設されたほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発
税制の強化等が行われました。税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適
正化措置の見直し等が行われました。このほか、自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や
軽油引取税の当分の間税率の廃止等が行われました。また、国際観光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税
（仮称）の創設等が行われました。（令和８年度税制改正大綱より）。
　法人会では、昨年９月に「令和８年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等
に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の適用期限延長、事業承
継税制の役員就任要件の見直し等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなり
ました。

[ 法人課税 ]
１．少額減価償却資産の取得価額の法人税率の軽減措置

２．カーボンニュートラル投資促進税制

３．地方拠点強化税制

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例措置については、物価が上昇していること等
を踏まえ、取得価額要件を30万円未満から50
万円未満に引き上げるとともに、損金算入額の
上限（合計300万円）を撤廃し全額を損金算入
とすることを求める。なお、それが直ちに困難
な場合は、令和８年３月末日となっている適用
期限を延長すること。

・「カーボンニュートラル投資促進税制」は、令和
８年３月末日が適用期限となっていることから
適用期限を延長すること。

・対象となる減価償却資産の取得価額が40万円
未満（改正前：30万円未満）に引き上げられた
上で、適用期限が３年間延長されました。なお、
従業員要件は400人以下（改正前：500人以下）
に引き下げられました。

・「炭素生産性向上率」の要件が引き上げられると
ともに、特別償却率・税額控除率が引き下げら
れた上で、適用期限が２年間延長されました。

法人会提言 改正の概要

法人会提言 改正の概要

・地方創生を巡っては、利用状況が低調な地方拠
点強化税制を見直すなど、さらなる本社機能移
転を促進する。

・オフィス減税について、税額控除率等の引上げ
や中古資産の購入・改修の対象追加（拡充）等が
行われた上で、適用期限が２年間延長されました。

法人会提言 改正の概要
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　　相続税、贈与税の納税猶予制度

・特例承継計画の提出期限（令和８年３月末日）
と特例制度の適用期限（令和９年12月末日）が
近付いていることから、期限の延長を求める。

・法人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納
税猶予制度について、特例承継計画の提出期限
が１年６ヵ月（令和９年９月まで）延長されました。

法人会提言 改正の概要

[ 地　方　税 ]
　　固定資産税の免税点

・固定資産税の免税点については、平成３年以降
改定がなく据え置かれているため、大幅に引き
上げる。

・家屋に係る免税点は30万円（改正前：20万円）
未満に、償却資産に係る免税点は180万円（改正
前：150万円）未満に引き上げられます。

法人会提言 改正の概要

・薬剤費を抑制する観点から
ン税制の対象となる医薬品などの拡充も欠か
せない。

・対象となる医薬品が見直された上で、スイッチ
ＯＴＣ医薬品の適用期限は恒久化、それ以外の
医薬品は５年間延長されました。

法人会提言 改正の概要

[ 消費税制 ]
　　免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

・免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措
置について、80％控除可能となる措置が令和
８年９月末日まで（令和８年10月１日から３年間
は 50％控除可能）となっているが、小規模事業
者等が取引から排除されないよう、80％控除
できる期間を当面の間、延長すること。

・免税事業者からの仕入れに係る経過措置につ
いて、最終的な適用期限を２年延長した上で、
控除可能割合が段階的に縮減されました（令和
８年10月からは７割、令和10年10月からは５割、
令和12年10月から令和13年９月末までは３
割）。なお、１免税事業者ごとの年間適用上限仕
入額は１億円（改正前：10億円）に引き下げられ
ました。

法人会提言 改正の概要

[ 所　得　税 ]
１．ふるさと納税

2．セルフメディケーション税制

・ふるさと納税について、住民税は居住自治体の
会費であり、他の自治体に納税することは地方
税の原則にそぐわないとの指摘もある。寄付
先を納税者の出身自治体に限定するなど、さら
なる見直しが必要である。また、必要経費は寄
付総額の５割以下とする基準が設けられている
が、より多くの寄付金が寄付した地域のために
活用されるよう、事務手数料のあり方等を含め、
制度設計の見直しが欠かせない。

・寄付金のうち地方公共団体が活用できる財源
の割合が段階的に60％以上と設定されるとと
もに、使途を公表することとなりました。
また、ふるさと納税による個人住民税の税額控
除制度について、特例控除の限度額は193万円
となります。

法人会提言 改正の概要

セルフメディケーショ
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朝霞法人会　賀詞交歓会
（朝霞支部）
朝霞支部（支部長 川端 登）では令和８年２月12日（木）
に「ベルセゾン」にて「新年賀詞交歓会」を開催しました。
当日は朝霞市長をはじめ多数のご来賓に参加頂き、後
半はマジックショーで大いに盛り上がりました。

（志木支部）
志木支部（支部長 中川 定幸）では令和８年１月20日（火）
に「志木市民会館仮設会議室」にて「新年賀詞交歓会」を
開催しました。当日は志木市長、志木市議会議長をは
じめ多数のご来賓に参加頂き大変盛況となりました。

（和光支部）
和光支部（支部長 片山 義久）では令和８年２月６日（金）
に「柳寿司」にて「新年賀交歓会」を開催しました。当日
は32名の方にご参加頂き大変盛況となりました。

（新座支部）
新座支部（支部長 浅田 浩司）では令和８年1月20日（火）
に「堀天」において「新年賀詞交歓会」を開催しました。
当日は新座市長をはじめ多数のご来賓に参加いただき
大変盛況となりました。

新年賀詞交歓会（朝霞支部）

新年賀詞交歓会（志木支部）

新年賀詞交歓会（和光支部）

新年賀詞交歓会（新座支部）
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「新設・決算・DX説明会」開催
　令和８年１月23日（金）に朝霞税務署において「新設・決算・DX説明会」が開催されました。当日は関東信越税
理士会朝霞支部 新井 康之税理士を招聘し実務につき具体的説明を頂きました。又、公益財団法人埼玉県産業
振興公社の小林 誠氏を招聘しDX（デジタルトランスフォーメーション）の活用方法、メリット等を分かり易く
説明頂きました。

1月期新設説明会 1月期DX説明会 1月期決算説明会

「新設・決算・DX説明会」開催
　令和８年３月18日（水）に朝霞市民会館において「新設・決算・DX説明会」が開催されました。当日は関東信越
税理士会朝霞支部 土屋 雅一税理士を招聘し実務につき具体的説明を頂きました。又、公益財団法人埼玉県産
業振興公社の小林誠氏を招聘しDX（デジタルトランスフォーメーション）の活用方法、メリット等を分かり易く
説明頂きました。

３月期新設説明会 3月期DX説明会 3月期決算説明会

「令和７年度第４回理事会」開催
　令和８年３月26日（木）に朝霞市民会館にて「令和７年度第４回理事会」が開催されました。当日は朝霞税務署
藤原副署長をはじめ３名をお迎えし、令和８年度事業計画・予算案等につき協議が行われ承認となりました。又、
「令和７年度納税表彰式」で朝霞法人会より３名が朝霞税務署長表彰を受けられたことに際し、朝霞法人会より
お祝金が受彰者に授与されました。

川合会長挨拶 朝霞税務署 藤原副署長挨拶

氏　　　名
小田　浩行
田中　幸彦
山﨑　幸治

会　社　名
株式会社小田建設
有限会社田中電器
株式会社一進堂

法　人　会　役　職　名
公益社団法人朝霞法人会理事
公益社団法人朝霞法人会理事
公益社団法人朝霞法人会理事

【朝霞税務署長表彰】 （敬称略）
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「女性部会税務研修会」開催
　令和８年２月10日（火）に朝霞市民会館にて「女性部会
税務研修会」（部会長：木下 幸子）が開催され27名の方
にご参加頂きました。当日は関東信越税理士会朝霞支
部 川名 洋平税理士を招聘し、「令和８年度税制改正につ
いて」をテーマに改正点を説明頂きました。なお、時事
ネタを交えての説明も頂き大変分かり易く面白い研修
となりました。なお、参加者より疑問点や不明点などの
質問が相次ぎ、大変盛況な研修となりました。

講師の川名税理士

「青年部会税務研修会」開催
　令和８年２月13日（金）に朝霞市民会館において「青年
部会税務研修会」が開催され21名の方にご参加頂きま
した。当日は関東信越税理士会朝霞支部 澤木 伸哉税
理士を招し、「令和８年度税制改正について」をテーマに
改正点を分かり易く説明頂きました。なお、参加者か
らの質問も活発に行われ、他の参加者とも情報共有出
来る大変有意義な研修会となりました。

講師の澤木税理士

「日髙利美氏講演会」開催
　令和８年２月26日（木）にベルセゾンにて「日高 利美氏講演会」が開催されました。当日は68名の方にご参
加頂き、「銀座のママに学ぶ！経営術と心に響く『おもてなしの心』」をテーマに講演を頂きました。人とのつな
がりを大切にし、相手の望んでいる事を積極的に実践することにより人との深い信頼関係を築くことが重要で
あることを具体例を上げお話頂きました。経営者に大変参考となる内容となっており、大変好評な講演会とな
りました。

日髙利美氏講演会 日髙利美氏を囲んでの記念写真
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「第20回黒目川花まつり」開催
　令和7年3月28日（土）・29日（日）に「第20回黒目川
花まつり」が開催されました。3月28日（土）、3月29日
（日）は晴天に恵まれた為来場者も多く、朝霞法人会テン
トにてホットドッグの販売や税の啓発用の小冊子の配
付、「さいたま緑のトラスト基金」に対する寄付金の呼び
かけを実施しました。ホットドッグは役員の皆様のご
協力を頂き両日で433ケを販売し、売上金は寄付金とと
もに「さいたま緑のトラスト基金」に寄付致します。ご協
力頂きました役員の皆様に心より感謝申し上げます。

第20回黒目川花まつり

「ヒンメリワークショップ・親睦会」開催
　令和８年３月11日（水）に「CHIENOWABASE」にて
女性部会（部会長：木下 幸子）主催の「ヒンメリワーク
ショップ・親睦会」が開催され18名がご参加されました。
ヒンメリは、フィンランドの伝統的な「光のモビール」で
あり、麦藁を糸でつなぎあわせた正八面体の幾何学的
な構造が特徴で、窓辺に吊るすと空気の流れで回転し、
壁に美しい影を落とします。当日は講師の指導を仰ぎ
ながら各々オリジナルなヒンメリを作製しました。そ
の後「中々朝霞店」で親睦会を開催し参加者の親交を深
め盛況の内に散会となりました。 ヒンメリワークショップ作業風景

回収済みエコキャップ

「エコキャップ」の回収運動
　女性部会の通年活動である「エコキャップ」回収運動
につき、令和７年度も女性部会の皆様の多大なるご尽
力によりエコキャップ13袋（50,500個）を回収させて頂
きました。エコキャップはNPO法人エコキャップ推進協
会へ提供させて頂きました。令和８年度も通年活動と
して取り組んでいきますので引続き皆様のご協力をお
願いします。
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朝霞法人会の会員企業！！

第1回　株式会社川合ランバーセンター様

今号より「発掘！朝霞法人会の会員企業！！」と題し、会員企業様の事業内容を紹介するコーナーを設けました！
記念すべき第一回目は、川合会長が経営される株式会社川合ランバーセンター様を訪問してまいりましたので
その様子をご紹介したいと思います。

会長、ありがとうございました。皆様方に川合会長の会社がどんな会社なのか少しでも理解いただけたのなら
幸いです。これからも広報委員会では様々な企業紹介を行ってまいりますので是非楽しみにしていてください。

●まずは企業の歴史についてお聞かせください。
　明治期（江戸後期？）より、農業以外にも木材の伐採、炭や酒類の
販売をしており、大正4年に㈱川合材木店として創業、昭和59年よ
り㈱川合ランバーセンターになりました。私は創業から53代目と
なります。時代とともに販売品は変化して、現在は建材、住設機器
の販売が主力となりました。
●会社名にもあります「ランバー」とは何かお教えください。
　木材は立っていると木「Tree」で、それを切り倒すと丸太「Wood」
になり、それを製材し製品化したものをランバーといい、我々はそ
の製品を販売しているのでランバーセンターと命名しました。
●こだわりにお聞かせください。
　材木屋は流通業なので、よりよいものを「より安く」提供するこ
とが使命ですが、「より的確に」「より安全に」運ぶように心掛けて
おります。
●現在の新たな取り組みについてお聞かせください。
　木材は非住宅にも使われるので、昨今ではゴルフ場、展示場や映
画の大道具といった住宅建築とは関係のない業界からもお仕事をいただくようになっております。主力は住設
販売に移りましたが、製材機のある材木屋としての伝統を残しつつ、ネット販売も視野に入れています。

●これからこの業界を目指す若者に対して業界の魅力について何かあればひとこと
　流通業なので直接ものづくりを行っているわけではないですが、運んだ場所に建物なりが完成している姿を
見ると、心が満たされますし、物売りとしての楽しみもあります。
●法人会の魅力についてどのようにお感じになってますか？
　朝霞に会社はありますが、その昔は志木駅に材木も取りに行き、それを和光、新座に運んでおりました。そう
いった観点からもこの四市というのはちょうどいいバランスだと思ってます。入会すれば様々な人的交流の機
会が増え、税務署との関係性も築けるので、それが企業価値向上にもつながると思いますので、企業経営を推進
していく上で必要な環境がそろっていると思います。
　また、法人会では各種研修も充実しているのでそういった学びの機会の多さも魅力の一つだと思います。
　一方で、理事を含め、役職者になると様々な交流の機会が増え、人脈も作りやすくなり、長の付く立場になる
と県内の他単会との交流や、他県との交流も図れるので人的ネットワークを広げるにはもってこいの団体だと
思っております。そして、一番のメリットは経営能力のスキルアップです。

左より広報委員会 國分委員、川合会長、
広報委員会 萩原委員長

いまでも一部の製品に関しては
社内にてカットしております。

発掘

会 社 名 : 
所 在 地 : 〒351-0033 埼玉県朝霞市三原5丁目10-21
代 表 者 : 川合 良平
事業内容 : 総合住宅資材・土木用材の販売加工
TEL：048-461-0327、FAX：048-461-3246
【 特 徴 】
合法木材供給事業 : 違法伐採対策に基づいた合法木材等を取り扱う
埼玉県木材協会　　合法木材供給事業者認定
日本合板商業組合　グリーン購入法に係る事業者認定
日本合板検査会　　クリーンウッド法に係る事業者認定
埼玉県　　　　　　SDGs パートナー登録
製材時の引落材からの薪を無償提供、かんなくずを馬術部等に無償提供

株式会社川合ランバーセンター

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　



（有）榎本モータース
0120-61-0174フリーダイヤル

●本社　　　　　　　 　　 ●宗岡工場
☎（048）471-0174 ☎（048）476-1881

志木市本町 5-21-60 志木市下宗岡 4-23-37

販売・整備・鈑金塗装・保険販売・整備・鈑金塗装・保険

●損保ジャパン代理店取引納車無料

車検（代車無料）
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ラスティパル

代表取締役社長　木下  武久

電気設備工事
　　 地域と建設産業と共に！！

E-mail : info@muto-den.jp
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株式会社 ハンダ 埼玉県新座市道場 2-7-7   
☎048-477-1171  
info@handa-print.com

保護犬応援カフェ

☎048-477-1228
ワンちゃんがいなくても
ご利用になれます。

Instagram印 刷 の
ことなら

管工事・土木工事・舗装工事
設計施工
和光市・朝霞市・志木市・新座市
指定上下水道工事店

株式会社　上原工業
代表取締役　上原　哲也

〒351-0115　和光市新倉2-31-5
TEL：048-461-1854　FAX：048-466-1961
Mail：uehara-kogyo@zpost.plala.or.jp

www.fukano.com
深 野 建 設㈱
一級建 築 士 事 務 所

総 合 建 設 業
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埼玉西支社/埼玉県川越市脇田本町6-20 くぼたビル6F
TEL 049-246-1766

埼玉支店/埼玉県さいたま市大宮区大門町3-54
TEL 048-641-4050


